
平
成
五
年
四
月
二
十
三
日
受
領 

答

弁

第

一

〇

号 

   
す
る
。 

衆
議
院
議
員
菅
野
悦
子
君
提
出
吹
田
操
車
場
跡
地
利
用
問
題
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付 

内
閣
衆
質
一
二
六
第
一
〇
号 

平
成
五
年
四
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 
内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
菅
野
悦
子
君
提
出
吹
田
操
車
場
跡
地
利
用
問
題
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

吹
田
市
、
大
阪
市
等
の
大
気
汚
染
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
下
の
窒
素
酸
化
物
に
係
る
固
定
発
生
源
の 

 

総
量
規
制
地
域
に
お
け
る
平
成
三
年
度
の
大
気
汚
染
状
況
の
測
定
結
果
に
よ
れ
ば
、
二
酸
化
窒
素
の
大
気
環
境 

 

基
準
の
非
適
合
測
定
局
は
、
八
十
一
局
中
三
十
七
局
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
た
窒
素
酸
化
物
に
よ
る
大
気
汚
染
に
対
し
て
は
、
従
来
の
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律 

 

第
九
十
七
号
）
に
基
づ
く
対
策
に
加
え
て
、
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総 

 

量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
号
）
に
基
づ
く
規
制
等
各
種
の
対
策
を
総
合
的 

 

に
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 



三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て 

大
都
市
部
に
お
け
る
児
童
・
生
徒
の
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
及
び
呼
吸
器
疾
患
の
罹
患
実
態
の
数
的
変
化
に
つ
い 

 

て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。 

こ
れ
ら
の
疾
患
の
発
生
原
因
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
花
粉
症
等
を
対
象
と
し
て
研
究
を
行
っ
て
き
た
が
、
平 

 

成
四
年
度
か
ら
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
及
び
呼
吸
器
疾
患
の
発
症
の
主
た
る
原
因
と
さ
れ
る
食
品
、
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト 

 

等
に
関
す
る
研
究
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
重
症
化
・
慢
性
化
の
原
因
と
な
る
ス
ト
レ
ス
、
大
気
汚
染
等
の
影
響 

 

に
関
す
る
研
究
等
を
総
合
的
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

児
童
・
生
徒
に
関
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
及
び
呼
吸
器
疾
患
対
策
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
推
進
す
る 

 

ほ
か
、
ぜ
ん
息
に
罹
患
し
て
入
院
し
て
い
る
二
十
歳
未
満
の
児
童
・
生
徒
に
つ
い
て
、
小
児
慢
性
特
定
疾
患
治 

 

療
研
究
事
業
と
し
て
、
治
療
費
の
公
費
負
担
を
行
っ
て
い
る
。 

日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
実
施
し
た
梅
田
駅
に
関
す
る
実
態
調
査
に
よ
る

四 

 



五
に
つ
い
て 

と
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
に
お
い
て
は
、
一
日
当
た
り
の
貨
物
取
扱
量
は
約
五
千
五
百
ト
ン
、
一
日
当
た
り
の 

 

自
動
車
交
通
量
は
約
三
千
五
百
台
で
あ
る
の
に
対
し
、
平
成
二
年
十
月
に
お
い
て
は
、
一
日
当
た
り
の
貨
物
取 

 

扱
量
は
約
七
千
八
百
ト
ン
、
一
日
当
た
り
の
自
動
車
交
通
量
は
約
三
千
二
百
台
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
貨
物 

 

取
扱
量
が
増
加
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
動
車
交
通
量
が
減
少
し
た
の
は
、
積
載
効
率
の
向
上
に
よ
る
も
の
と 

 

事
業
団
は
考
え
て
い
る
。 

事
業
団
に
お
い
て
は
、
当
該
移
転
に
伴
い
生
ず
る
自
動
車
交
通
問
題
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
と 

 

認
識
し
て
お
り
、
当
該
移
転
に
伴
い
生
ず
る
自
動
車
交
通
が
大
阪
高
槻
京
都
線
等
既
存
の
道
路
に
集
中
す
る
こ 

 

と
を
避
け
る
方
向
で
慎
重
に
検
討
し
て
い
る
。 

こ
の
調
査
結
果
か
ら
、
梅
田
駅
の
貨
物
取
扱
機
能
の
吹
田
操
車
場
跡
地
へ
の
移
転
に
伴
い
生
ず
る
自
動
車
交 

 

通
量
は
、
お
お
む
ね
一
日
当
た
り
三
千
数
百
台
と
事
業
団
は
推
計
し
て
い
る
。 

五 

 



七
及
び
八
に
つ
い
て 

昭
和
六
十
二
年
三
月
に
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
十
九
条
第
五
項
に
基 

づ
く
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
「
日
本
国
有
鉄
道
の
事
業
等
の
引
継
ぎ
並
び
に
権
利
及
び
義
務
の
承
継
に
関 

 

す
る
実
施
計
画
」
に
よ
り
、
梅
田
駅
の
貨
物
取
扱
機
能
を
吹
田
操
車
場
跡
地
に
移
転
す
る
こ
と
と
し
て
梅
田
駅 

 

の
用
地
を
事
業
団
に
帰
属
さ
せ
た
ほ
か
、
鉄
道
事
業
用
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
そ
の
他
の
国
鉄
用
地
に
つ
い 

 

て
も
多
数
を
事
業
団
に
帰
属
さ
せ
た
。 

汚
染
物
質
の
量
と
健
康
影
響
と
の
科
学
的
な
関
係
を
基
礎
と
し
て
設
定
さ
れ
る
環
境
基
準
は
、
増
車
に
伴
っ 

 

て
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

こ
れ
は
、
国
鉄
長
期
債
務
の
円
滑
な
償
還
を
図
り
、
国
民
負
担
を
軽
減
す
る
観
点
か
ら
、
国
鉄
用
地
の
個
々 

 
 

梅
田
駅
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
八
月
に
日
本
国
有
鉄
道
（
以
下
「
国
鉄
」
と
い
う
。
）
の
総
裁
が
廃
止
の
意

向
を
表
明
し
た
。 

六 

 



九
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
企
画
は
、
国
鉄
及
び
事
業
団
と
の
協
議
な
し
に
作
成
さ
れ
、
か
つ
、
発
表
さ
れ
て
い
る
。
梅
田
駅 

 

を
廃
止
す
る
理
由
は
、
七
及
び
八
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

の
区
分
に
当
た
っ
て
は
、
使
用
実
態
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
将
来
の
業
務
量
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
現
行 

 

機
能
の
廃
止
、
他
地
区
へ
の
移
転
等
の
可
能
性
を
十
分
に
検
討
し
て
、
最
大
限
用
地
の
生
み
出
し
を
図
り
、
事 

 

業
団
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。 

当
該
移
転
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
に
お
い
て
慎
重
に
検
討
を
進
め
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
可
能
な 

 

限
り
速
や
か
に
関
係
地
方
公
共
団
体
等
の
理
解
を
得
て
実
施
す
る
よ
う
事
業
団
を
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

梅
田
駅
の
貨
物
取
扱
機
能
の
吹
田
操
車
場
跡
地
へ
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
が
昭
和
六
十 

 

二
年
十
一
月
に
諸
問
題
の
解
決
を
要
望
し
た
際
に
、
運
輸
省
及
び
事
業
団
か
ら
伝
え
た
。 

七 

 



十
一
に
つ
い
て 

梅
田
駅
の
用
地
の
土
地
利
用
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
貨
物
取
扱
機
能
の
吹
田
操
車
場
跡
地
へ
の
移
転
の 

 

動
向
を
見
つ
つ
慎
重
に
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
平
成
元
年
十
二
月
の
閣
議
決
定
「
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団 

 

の
債
務
の
償
還
等
に
関
す
る
具
体
的
処
理
方
針
に
つ
い
て
」
に
従
い
、
当
該
用
地
に
つ
い
て
も
、
平
成
九
年
度 

 

な
お
、
事
業
団
の
長
期
債
務
の
円
滑
な
償
還
を
図
り
、
国
民
負
担
を
軽
減
す
る
観
点
か
ら
、
梅
田
駅
の
用
地 

 

の
売
却
は
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
鉄
道
貨
物
輸
送
の
効
率
性
の
観
点
か
ら
、
貨
物
取
扱
機
能
の
移
転
先
と
し
て 

 

は
東
海
道
本
線
上
に
位
置
す
る
等
の
利
点
を
有
す
る
吹
田
操
車
場
跡
地
が
最
適
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
当
該 

 

移
転
に
伴
う
諸
問
題
へ
の
対
応
、
吹
田
操
車
場
跡
地
の
う
ち
の
事
業
団
用
地
の
活
用
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
関 

 

係
地
方
公
共
団
体
等
の
理
解
を
得
て
対
処
す
る
よ
う
事
業
団
を
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

御
指
摘
の
財
界
の
開
発
計
画
に
つ
い
て
は
、
九
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
事
業
団
は
再
検
討
を 

 

行
う
立
場
に
な
い
。 

八 

 



 

九 

ま
で
に
そ
の
実
質
的
な
処
分
を
終
了
す
る
よ
う
事
業
団
を
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

十
二
に
つ
い
て 

大
阪
駅
北
地
区
の
再
開
発
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
等
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
施
行
見
通
し
に
つ
い 

 

て
は
、
そ
の
検
討
の
過
程
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

十
三
に
つ
い
て 

梅
田
駅
の
貨
物
取
扱
機
能
の
移
転
先
と
し
て
は
、
十
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
吹
田
操
車
場
跡
地 

 

が
最
適
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
当
該
移
転
に
伴
う
諸
問
題
へ
の
対
応
、
吹
田
操
車
場
跡
地
の
う
ち
の
事
業
団 

 

用
地
の
活
用
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
等
の
理
解
を
得
て
対
処
す
る
よ
う
事
業
団
を
指
導
し 

 

て
ま
い
り
た
い
。 




